五條市農業委員会委員の募集案内

１．募集内容
	業務の内容
	毎月の農業委員会の会議に出席、農地法等に基づく許可業務、農地等の利用の最適化に関する指針の策定・変更、遊休農地の発生防止及び解消に向けての調整、その他農業委員会が必要とする活動について

	募集人数
	１９人

	応募資格
	・農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる方
・会議、研修等に参加できる方
※なお、農業委員には秘密保持義務がありますので、職務上知り得た情報は任期後も守秘義務がありますので、ご留意願います。

	農業委員になれない人
	・五條市で農地利用最適化推進委員である人
・五條市以外の市町村で農業委員・農地利用最適化推進委員である人
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・自治体の執行機関の委員など法律により農業委員と兼職ができない人
・常勤の公務員

	任　　期
	令和８年１１月２７日～令和１１年１１月２６日（３年間）

	活　　動
	通年

	報　　酬
	市の条例に基づき支給

	任命者
	五條市長












２．募集受付期間及び手続き
	申込
方法
	推薦及び応募により申し込むことができます。
■推薦を行う場合（農業者が推薦を行う場合、推薦者は３人以上必要です）。
　１．五條市農業委員推薦・応募申込書
　２．候補者の承諾書
　３．候補者の個人情報収集の同意書
　４．候補者が認定農業者の場合、それを証明するもの
　５．候補者の本籍地が記載された住民票
　６．候補者の五條市税（住民税・固定資産税・軽自動車税）及び国民健康保険税の完納証明書
　７．候補者の使用料（水道料金・下水道使用料）の完納証明書
　（各証明書は写しでも可能です。なお、５から７の各証明書は交付後３ヶ月以内のものを添付して下さい。）
■応募の場合
　１．五條市農業委員推薦・応募申込書
　２．応募者が認定農業者の場合、それを証明するもの
　３．応募者の個人情報収集の同意書
　４．応募者の本籍地が記載された住民票
　５．応募者の五條市税（住民税・固定資産税・軽自動車税）及び国民健康保険税の完納証明書
　６．応募者の使用料（水道料金・下水道使用料）の完納証明書
　（各証明書は写しでも可能です。なお、４から６各証明書は交付後３ヶ月以内のものを添付して下さい。）

	提出
場所
	五條市岡口１丁目３番１号　
五條市役所　１階　農業委員会事務局

	提出
方法
	窓口まで持参して提出をお願いします（郵送等での受け付けはしません）。

	受付
期間
	令和８年５月１８日～令和８年６月１８日（土日を除く）
　午前８時３０分～午後５時１５分

	その他
	・書類不備の場合は受付できませんので、ご注意ください。
・郵送・ＦＡＸ・メールなどで提出された場合は受付できません。
・提出された情報は農業委員の選定にのみ使用し、適切に管理します。
・提出された書類は返却いたしません。









３．推薦、応募状況の公表について
	推薦、応募状況の公表
	農業委員会等に関する法律施行規則第６条により推薦、応募状況の公表を義務づけられています。応募期間の中間及び期間終了後に公表することが定められています。

	公表時期
	中間
	令和８年５月２９日までの提出分を取り纏め、同年６月１日頃に公表

	
	期間終了後
	令和８年６月１８日までの提出分を取り纏め、同年６月１９日頃に公表

	公表の方法
	五條市のホームページにて公表します。

	公表する項目
	推薦をする者
	個人の場合
	代表者の「氏名」「職業」「年齢」「性別」

	
	
	団体の場合
	「団体の名称」「目的」「代表者又は管理人の氏名」「構成員の数」「構成員たる資格」「その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項」

	
	推薦を受ける者又は応募をする者
	「氏名」「職業」「年齢」「性別」「経歴」「農業経営の状況」「認定農業者であるか否かの別」「推薦又は応募の理由」「農地利用最適化推進委員にも応募しているか否かの別」


４．評価方法
	評価方法
	応募の受付期間終了後、評価委員会を開催し、候補者の評価を行います。
開催の時期は６月下旬を予定しています。法律により、以下のとおりすることが定められています。

	
	（１）原則として認定農業者が委員の過半数（１０人以上）を占めること。
（２）農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれていること。
（３）委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮し、女性・若者を登用すること。



５．五條市議会の承認
　評価委員会で評価後、五條市長から五條市議会９月定例会に提出し、議会の同意を求めます。　

６．結果の通知
 (
問い合わせ先
〒６３７－８５０１
五條市
岡口１丁目３番１号
五條市役所
農業委員会事務局
 TEL : 
０７４７－２２－４００１
（内線　
２７１）
 FAX : 
０７４７－２５－０６２９
)議会で同意が得られてから、候補者全員に郵送で通知します（令和８年１０月中旬を予定しています）。

７．任命について
　任期開始の令和８年１１月２７日
に任命式を行う予定です。
日時、場所については後日連絡します。

Ｑ１．五條市内に農地を持っていないが他の市町村で農地を持っている、又は全く農地を持っていない場合でも応募はできますか。
Ａ１．上記の様な方でも、応募して頂く事は可能です。

Ｑ２．私は五條市以外に住んでいますが、五條市の農業委員に応募したいと思います。このような場合でも応募はできますか。
Ａ２．五條市以外に住所がある方でも、五條市農業委員として応募して頂く事は可能です。

Ｑ３．農業委員として推薦したい方がいます。推薦するには、どのようにすれば良いでしょうか。
Ａ３．農業を営んでいる方３人以上で推薦をして頂くようにお願いします。

Ｑ４．近隣の方々と一緒に農業経営団体を作っていますが、推薦団体となることはできますか。
Ａ４．農業経営団体として推薦をして頂くことは可能です。

Ｑ５．農業委員の定数が定められていますが、区域や性別、年齢などで枠を定めていますか。
Ａ５．区域や性別、年齢での枠は定めていません。但し、法律では認定農業者を過半とすること、農業と利害関係の無い者を１人以上入れること、性別や年齢で偏りが無い様にすること、などが定められています。

Ｑ６．認定農業者に準ずる者とはどの様な者をいいますか。
Ａ６．過去に認定農業者であった者、認定農業者の事業に参画・従事する親族、認定新規就農者、集落営農組織の役員、国・地方の計画に位置付けられた農業者、指導農業士、基本構想水準到達者などを認定農業者に準ずる者としています。

Ｑ７．農地利用最適化推進委員に同時に応募することはできますか。また、兼務は可能ですか。
Ａ７．同時に農地利用最適化推進委員へ応募して貰う事は可能です。ただし、兼務はできません。

Ｑ８．利害関係が無い者とは、どの様な者をいいますか。
Ａ８．弁護士や中小企業診断士、司法書士、税理士、大学教授などがありますが、単に農地を所有していない方、農地を所有しているが他の方に農地を貸借することで農業経営を営んでいない方も該当します。

